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(57)【要約】
【課題】パワーカッタの出力及び／又は動作時間を改善
する。
【解決手段】パワーカッタは、ディスクブレードと、デ
ィスクブレードを回転可能に支持するとともにディスク
ブレードを回転駆動する電動モータを有する本体と、本
体に着脱可能に取り付けられているとともに、電動モー
タに電力を供給する複数のバッテリパックと、本体に設
けられているとともに、ユーザによって把持されるグリ
ップと、グリップに設けられているとともに、ユーザに
よって操作されたときに複数のバッテリパックを電動モ
ータへ電気的に接続するメインスイッチとを備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パワーカッタであって、
　ディスクブレードと、
　前記ディスクブレードを回転可能に支持するとともに、前記ディスクブレードを回転駆
動する電動モータを有する本体と、
　前記本体に着脱可能に取り付けられているとともに、前記電動モータに電力を供給する
複数のバッテリパックと、
　前記本体に設けられているとともに、ユーザによって把持されるグリップと、
　前記グリップに設けられているとともに、ユーザによって操作されたときに前記複数の
バッテリパックを前記電動モータへ電気的に接続するメインスイッチと、
　を備え、
　前記グリップの中心軸は、前記ディスクブレードの回転軸に垂直な基準面に沿って延び
ており、
　前記基準面から前記ディスクブレードまでの距離は、前記グリップの幅寸法の１．５倍
以下である、
　パワーカッタ。
【請求項２】
　前記基準面から前記パワーカッタの重心までの距離は、前記グリップの幅寸法の１．５
倍以下である、請求項１に記載のパワーカッタ。
【請求項３】
　前記複数のバッテリパックは、少なくとも第１バッテリパックと第２バッテリパックを
含み、
　前記第１バッテリパックの重心は、前記基準面の一方側に位置し、前記第２バッテリパ
ックの重心は、前記基準面の他方側に位置する、請求項２に記載のパワーカッタ。
【請求項４】
　前記基準面から前記第１バッテリパックの前記重心までの距離は、前記グリップの幅寸
法の１．５倍よりも大きい、請求項３に記載のパワーカッタ。
【請求項５】
　前記基準面から前記第２バッテリパックの前記重心までの距離は、前記グリップの幅寸
法の１．５倍よりも大きい、請求項４に記載のパワーカッタ。
【請求項６】
　前記基準面から前記第１バッテリパックの前記重心までの距離は、前記基準面から前記
第２バッテリパックの前記重心までの距離と等しい、請求項３から５のいずれか一項に記
載のパワーカッタ。
【請求項７】
　前記第１バッテリパックと前記第２バッテリパックは、前記基準面に対して対称に配置
されている、請求項６に記載のパワーカッタ。
【請求項８】
　前記複数のバッテリパックの各々の重心は全て、前記基準面から前記グリップの幅寸法
の１．５倍以下の距離に位置する、請求項１又は２に記載のパワーカッタ。
【請求項９】
　前記ディスクブレードは、前記本体の前部に位置し、前記グリップは、前記本体の後部
に位置し、
　前記電動モータは、前記ディスクブレードと前記グリップとの間に位置する、請求項１
から８のいずれか一項に記載のパワーカッタ。
【請求項１０】
　前記本体は、前記複数のバッテリパックを覆う開閉可能なカバーを有する、請求項１か
ら９のいずれか一項に記載のパワーカッタ。
【請求項１１】
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　前記複数のバッテリパックの各々は、前記本体へ上方から取り付けられるとともに、前
記本体から上方に向けて取り外される、請求項１から１０のいずれか一項に記載のパワー
カッタ。
【請求項１２】
　前記本体は、前記複数のバッテリパックの少なくとも二つを直列に接続する、請求項１
から１１のいずれか一項に記載のパワーカッタ。
【請求項１３】
　前記本体は、前記複数のバッテリパックの少なくとも二つを並列に接続する、請求項１
から１１のいずれか一項に記載のパワーカッタ。
【請求項１４】
　前記基準面から前記ディスクブレードまでの距離は、前記グリップの幅寸法よりも小さ
い、請求項１から１３のいずれか一項に記載のパワーカッタ。
　パワーカッタ。
【請求項１５】
　前記基準面から前記パワーカッタの重心までの距離は、前記グリップの幅寸法よりも小
さい、請求項１から１４のいずれか一項に記載のパワーカッタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、パワーカッタであって、特に、手持ち式のパワーカッタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に、パワーカッタが開示されている。このパワーカッタは、ディスクブレー
ドと、ディスクブレードを回転可能に支持するとともに、ディスクブレードを回転駆動す
る電動モータを有する本体と、本体に着脱可能に取り付けられているとともに、電動モー
タに電力を供給するバッテリパックとを備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１７／０１２０４３６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のパワーカッタでは、単一のバッテリパックを使用しているので、パワーカッタの
出力又は動作時間が不足するおそれがある。従って、本明細書は、パワーカッタの出力及
び／又は動作時間を改善し得る技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本技術の一側面により、パワーカッタが提供される。このパワーカッタは、ディスクブ
レードと、ディスクブレードを回転可能に支持するとともにディスクブレードを回転駆動
する電動モータを有する本体と、本体に着脱可能に取り付けられているとともに、電動モ
ータに電力を供給する複数のバッテリパックと、本体に設けられているとともに、ユーザ
によって把持されるグリップと、グリップに設けられているとともに、ユーザによって操
作されたときに複数のバッテリパックを電動モータへ電気的に接続するメインスイッチと
を備える。
【０００６】
　上記したパワーカッタでは、複数のバッテリパックによって、電動モータへ電力を供給
することができる。これにより、パワーカッタの出力及び／又は動作時間が有意に改善さ
れる。ここで、本明細書におけるパワーカッタとは、特に、グリップの中心軸が、ディス
クブレードの回転軸に垂直な基準面に沿って延びており、その基準面からディスクブレー
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ドまでの距離が、グリップの幅寸法の１．５倍以下であるものを意図する。なお、ディス
クブレードが基準面上に位置しており、基準面からディスクブレードまでの距離がゼロで
あってもよい。
【０００７】
　その一方で、複数のバッテリパックを本体に取り付けると、パワーカッタの重量が大き
く増加するので、ユーザによるパワーカッタの操作性が悪化するおそれがある。これを避
けるために、本技術の一実施形態では、基準面からパワーカッタの重心までの距離が、グ
リップの幅寸法の１．５倍以下であってもよい。このような構成によると、パワーカッタ
の重心が基準面の近くに位置することで、ユーザがグリップを把持してパワーカッタを保
持したときに、パワーカッタの姿勢が安定しやすい。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例１のパワーカッタ１０の外観を示す斜視図。
【図２】実施例１のパワーカッタ１０の外観を示す斜視図であって、バッテリパックカバ
ー２２が開放されている。
【図３】実施例１のパワーカッタ１０の外観を示す側面図。
【図４】実施例１のパワーカッタ１０の外観を示す平面図。
【図５】実施例１のパワーカッタ１０の電気的な構成を示す回路図。
【図６】実施例１のパワーカッタ１０の重量配分を説明するための平面図。
【図７】実施例２のパワーカッタ１１０の外観を示す側面図。
【図８】実施例２のパワーカッタ１１０の外観を示す平面図。
【図９】実施例３のパワーカッタ２１０の外観を示す側面図。
【図１０】実施例３のパワーカッタ２１０の外観を示す平面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本技術の一実施形態において、複数のバッテリパックは、少なくとも第１バッテリパッ
クと第２バッテリパックを含んでもよい。この場合、第１バッテリパックの重心は、前記
した基準面の一方側に位置し、第２バッテリパックの重心は、当該基準面の他方側に位置
してもよい。このような構成によると、各々のバッテリパックの重量が比較的に大きい場
合でも、複数のバッテリパックを含むパワーカッタの重心を、基準面の近くに配置するこ
とができる。
【００１０】
　本技術の一実施形態において、基準面から第１バッテリパックの重心までの距離は、グ
リップの幅寸法の１．５倍よりも大きくてもよい。このような構成によると、第１バッテ
リパックの重心が、基準面から比較的に離れて位置することで、パワーカッタの慣性モー
メントが増大する。これにより、例えば切断対象物からの反力といった外力に対して、パ
ワーカッタの姿勢が安定しやすい。
【００１１】
　上記に加えて、基準面から第２バッテリパックの重心までの距離についても、グリップ
の幅寸法の１．５倍よりも大きくてもよい。このような構成によると、パワーカッタの慣
性モーメントがさらに増大して、パワーカッタの姿勢がより安定しやすくなる。
【００１２】
　本技術の一実施形態において、基準面から第１バッテリパックの重心までの距離は、基
準面から第２バッテリパックの重心までの距離と等しくてもよい。このような構成による
と、複数のバッテリパックを含むパワーカッタの重心を、基準面の近くに配置しやすい。
なお、第１バッテリパックの重量は、第２バッテリの重量と同じであってもよいし、第２
バッテリの重量と異なってもよい。
【００１３】
　上記の実施形態において、第１バッテリパックと第２バッテリパックは、基準面に対し
て対称に配置されていてもよい。但し、他の実施形態として、第１バッテリパックと第２
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バッテリパックは、例えば本体の重心の位置を考慮して、基準面に対して非対称に配置さ
れていてもよい。
【００１４】
　本技術の一実施形態において、複数のバッテリパックの各々の重心が全て、基準面から
グリップの幅寸法の１．５倍以下の距離に位置してもよい。このような構成によると、本
体に取り付けられたバッテリパックの数が変化に対して、パワーカッタの重心の位置に生
じる変化を抑制することができる。従って、本体に取り付けられたバッテリパックの数に
かかわらず、ユーザがグリップを把持してパワーカッタを保持したときに、パワーカッタ
の姿勢が安定しやすい。
【００１５】
　本技術の一実施形態において、ディスクブレードが本体の前部に位置し、グリップが本
体の後部に位置してもよい。この場合、電動モータは、ディスクブレードとグリップとの
間に位置するとよい。
【００１６】
　本技術の一実施形態において、本体は、複数のバッテリパックを覆う開閉可能なカバー
を有してもよい。このような構成によると、本体に取り付けられた複数のバッテリパック
を、水濡れや粉塵から保護することができる。
【００１７】
　本技術の一実施形態において、複数のバッテリパックの各々は、本体へ上方から取り付
けられるとともに、本体から上方に向けて取り外されてもよい。このような構成によると
、ユーザは、パワーカッタが地面に載置された状態で、本体に対して各々のバッテリパッ
クを着脱しやすい。
【００１８】
　本技術の一実施形態において、本体は、複数のバッテリパックの少なくとも二つを、直
列に接続するように構成されてもよい。このような構成によると、パワーカッタの出力を
高くすることができる。
【００１９】
　本技術の一実施形態において、本体は、複数のバッテリパックの少なくとも二つを、並
列に接続するように構成されてもよい。このような構成によると、パワーカッタの動作時
間を長くすることができる。
【００２０】
　本技術の一実施形態において、基準面からディスクブレードまでの距離は、グリップの
幅寸法よりも小さくてもよい。このような構成によると、グリップの基準面に対してディ
スクブレードがより近くに位置するので、ディスクブレードに作用する反力に対して、ユ
ーザはパワーカッタを安定して保持しやすい。
【００２１】
　本技術の一実施形態において、基準面からパワーカッタの重心までの距離は、グリップ
の幅寸法よりも小さくてもよい。このような構成によると、グリップの基準面に対してパ
ワーカッタの重心がより近くに位置するので、ユーザがグリップを把持してパワーカッタ
を保持したときに、パワーカッタの姿勢が安定しやすい。
【００２２】
　以下では、本発明の代表的かつ非限定的な具体例について、図面を参照して詳細に説明
する。この詳細な説明は、本発明の好ましい例を実施するための詳細を当業者に示すこと
を単純に意図しており、本発明の範囲を限定することを意図したものではない。また、以
下に開示される追加的な特徴ならびに発明は、さらに改善されたパワーカッタを提供する
ために、他の特徴や発明とは別に、又は共に用いることができる。
【００２３】
　また、以下の詳細な説明で開示される特徴や工程の組み合わせは、最も広い意味におい
て本発明を実施する際に必須のものではなく、特に本発明の代表的な具体例を説明するた
めにのみ記載されるものである。さらに、上記及び下記の代表的な具体例の様々な特徴、
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ならびに、独立及び従属クレームに記載されるものの様々な特徴は、本発明の追加的かつ
有用な実施形態を提供するにあたって、ここに記載される具体例のとおりに、あるいは列
挙された順番のとおりに組合せなければならないものではない。
【００２４】
　本明細書及び／又は特許請求の範囲に記載された全ての特徴は、実施例及び／又はクレ
ームに記載された特徴の構成とは別に、出願当初の開示ならびにクレームされた特定事項
に対する限定として、個別に、かつ互いに独立して開示されることを意図するものである
。さらに、全ての数値範囲及びグループ又は集団に関する記載は、出願当初の開示ならび
にクレームされた特定事項に対する限定として、それらの中間の構成を開示する意図を持
ってなされている。
【実施例１】
【００２５】
　図面を参照して、実施例１のパワーカッタ１０を説明する。パワーカッタ１０は、手持
ち式の動力工具であり、主に石材や鉄材といった切断対象物を切断するために用いられる
。図１から図５に示すように、パワーカッタ１０は、ディスクブレード１２と、ディスク
ブレード１２を回転可能に支持する本体１４とを備える。本体１４には、ディスクブレー
ド１２を回転駆動する電動モータ４と、電動モータ４を制御するコントロールユニット６
が設けられている（図５参照）。コントロールユニット６は、例えば電力変換回路やマイ
クロプロセッサを有する。電動モータ４は、本体１４の内部に位置しており、例えば伝達
ベルト（図示省略）を介して、前記ディスクブレード１２に接続されている。なお、電動
モータ４の動力をディスクブレード１２へ伝達する伝達機構は、ギア、ロッドなどの剛体
部品のみで構成され、ベルトが無い構造であってもよい。
【００２６】
　ディスクブレード１２は、円板形状を有するブレードであり、その外周縁に複数の刃先
又は研削砥石を有している。ディスクブレード１２は、例えばダイヤモンドホイールであ
ってもよい。ディスクブレード１２は、いわゆる消耗品であることから、本体１４に対し
て着脱可能に取り付けられている。特に限定されないが、ディスクブレード１２は、本体
１４のブレードアーム１４ａに取り付けられている。ブレードアーム１４ａは、本体１４
から前方に延びており、ディスクブレード１２は、ブレードアーム１４ａの先端に位置し
ている。ディスクブレード１２の回転軸は、ブレードアーム１４ａの長手方向に対して垂
直に伸びている。
【００２７】
　パワーカッタ１０は、複数のバッテリパック２をさらに備える。各々のバッテリパック
２は、少なくとも一つの二次電池セルを有する。本体１４には、複数のバッテリインター
フェース２４が設けられている。各々のバッテリインターフェース２４は、複数のバッテ
リパック２のうちの一つを着脱可能に受け入れる。これにより、複数のバッテリパック２
は、本体１４に着脱可能に取り付けられ、電動モータ４に電力を供給する。本体１４はさ
らに、バッテリパックカバー２２を有する。バッテリパックカバー２２は、開閉可能なカ
バーであって、バッテリインターフェース２４に取り付けられた複数のバッテリパック２
を覆う。これにより、複数のバッテリパック２が水濡れや粉塵から保護される。図５に示
すように、本体１４は、複数のバッテリパック２を直列に接続するように構成されており
、直列に接続された複数のバッテリパック２は、コントロールユニット６を介してモータ
へ電気的に接続される。なお、他の実施形態として、本体１４は、複数のバッテリパック
２を並列に接続するように構成されてもよい。
【００２８】
　パワーカッタ１０は、ブレードカバー１６をさらに備える。ブレードカバー１６は、本
体１４に組み付けられており、ディスクブレード１２の一部を覆っている。ブレードカバ
ー１６は、ディスクブレード１２によって発生する粉塵が、ユーザに向けて飛散すること
を防止する。ブレードカバー１６の具体的な構造は、特に限定されない。一例ではあるが
、本実施例におけるブレードカバー１６は、ブレードアーム１４ａの先端に取り付けられ
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ており、ディスクブレード１２の周方向における一部（例えば、１５０度以上の角度範囲
）を覆うように構成されている。また、ブレードカバー１６の少なくとも一部が、本体１
４に対して可動式であってもよい。
【００２９】
　パワーカッタ１０は、給水ホース４０をさらに備える。給水ホース４０は、本体１４に
組み付けられており、ブレードカバー１６内へ水を供給するように構成されている。給水
ホース４０の先端は、プラグ４２を介して、本体１４のホース先端ホルダ５０に接続され
ている。特に限定されないが、ホース先端ホルダ５０は、ブレードアーム１４ａに設けら
れており、ブレードカバー１６に隣接している。給水ホース４０の基端には、給水コネク
タ４４が設けられている。給水コネクタ４４は、本体１４によって保持されており、例え
ば水道の蛇口といった外部の給水源に、図示しないホースを介して接続される。
【００３０】
　パワーカッタ１０は、前方グリップ１８と後方グリップ２０とをさらに備える。前方グ
リップ１８と後方グリップ２０はそれぞれ、本体１４に設けられている。前方グリップ１
８は、本体１４の前部に位置しており、本体１４の上方から側方に亘って伸びている。後
方グリップ２０は、本体１４の後部に位置しており、本体１４から後方に向けて伸びてい
る。通常、ユーザは、左手で前方グリップ１８を把持し、右手で後方グリップ２０を把持
することで、パワーカッタ１０を保持する。このとき、ユーザは、前方グリップ１８を把
持する位置を変更することで、パワーカッタ１０の姿勢を調整することができる。後方グ
リップ２０には、メインスイッチ３０が設けられている。ユーザがメインスイッチ３０を
操作すると、複数のバッテリパック２は、コントロールユニット６を介して電動モータ４
へ電気的に接続される。これにより、電動モータ４はディスクブレード１２を駆動する。
ユーザがメインスイッチ３０の操作を解除すると、複数のバッテリパック２が電動モータ
４から電気的に切断され、電動モータ４はディスクブレード１２の駆動を中止する。
【００３１】
　パワーカッタ１０は、照明器３２と、照明器３２をオン及びオフするための照明スイッ
チ３４をさらに備える。照明器３２と照明スイッチ３４は、特に限定されないが、本体１
４に設けられている。照明器３２は、本体１４の前部に位置しており、ディスクブレード
１２やその切断対象物を照明する。一例ではあるが、本実施例における照明器３２は、少
なくとも一つの発光ダイオードを用いて構成されている。照明スイッチ３４は、後方グリ
ップ２０の上面に位置しており、ユーザが後方グリップ２０を把持したまま操作できるよ
うに構成されている。
【００３２】
　パワーカッタ１０は、過負荷インジケータ３６とバッテリインジケータ３８とをさらに
備える。過負荷インジケータ３６は、ディスクブレード１２に加えられた過負荷をユーザ
に報知する報知器である。特に限定されないが、本実施例における過負荷インジケータは
、少なくとも一つの発光ダイオードを有しており、ディスクブレード１２に加えられた負
荷が所定値を超えたときに、当該発光ダイオードを点灯させる。通常、ユーザは、過負荷
インジケータ３６を看視しながら、切断対象物に対してディスクブレード１２を押し付け
る力を調整する。そのことから、過負荷インジケータ３６は、パワーカッタ１０を使用中
のユーザにとって、視認しやすい位置に配置されるとよい。バッテリインジケータ３８は
、複数のバッテリパック２の各々の充電レベルをユーザに報知する報知器である。特に限
定されないが、本実施例におけるバッテリインジケータ３８は、各々のバッテリパック２
に対して複数の発光ダイオードを有しており、各々のバッテリパック２の充電レベルに応
じて、発光させる発光ダイオードの数を変更するように構成されている。
【００３３】
　パワーカッタ１０は、吸気口２６と排気口２８とをさらに備える。吸気口２６と排気口
２８は本体１４に設けられており、本体１４の内部へ冷却風を導入する。吸気口２６は、
本体１４の後部に位置しており、排気口２８は、本体１４の前部に位置している。即ち、
吸気口２６からディスクブレード１２までの距離は、排気口２８からディスクブレード１
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２までの距離よりも大きい。このように、吸気口２６がディスクブレード１２から離れて
位置していると、ディスクブレード１２による粉塵が本体１４の内部へ侵入することを抑
制することができる。その一方で、排気口２８はディスクブレード１２の近くに位置して
もよく、吸気口２６と排気口２８とを互いに離して配置することによって、本体１４の内
部において広い範囲に冷却風を流すことができる。
【００３４】
　図６に示すように、本実施例におけるパワーカッタ１０では、後方グリップ２０の中心
軸が、ディスクブレード１２の回転軸Ｒに垂直な基準面Ｐに沿って延びており、その基準
面Ｐ上にディスクブレード１２も位置している。言い換えると、回転軸Ｒに垂直な基準面
Ｐ上に、後方グリップ２０の中心軸とディスクブレード１２との両者が位置している。こ
のような構成によると、後方グリップ２０を把持するユーザが、切断対象物からディスク
ブレード１２に作用する反力を受け止めやすい。しかしながら、他の実施形態として、デ
ィスクブレード１２は、必ずしも基準面Ｐ上に位置しなくてもよく、図６に示す中央領域
Ａ内に位置すればよい。ここでいう中央領域Ａとは、中央領域Ａは、基準面Ｐを中心とし
て、後方グリップ２０の幅寸法ＷＧの三倍の幅寸法ＷＡを有する領域である。
【００３５】
　図６において、二つの平面Ｐ１、Ｐ２は、中央領域Ａの境界を示す。二つの平面Ｐ１、
Ｐ２は基準面Ｐと平行であって、一方の平面Ｐ１は基準面Ｐの一方側に位置しており、他
方の平面Ｐ２は基準面Ｐの他方側に位置している。前述したように、中央領域Ａの幅寸法
ＷＡは、後方グリップ２０の幅寸法ＷＧの三倍である。従って、基準面Ｐから各々の平面
Ｐ１、Ｐ２までの距離は、後方グリップ２０の幅寸法ＷＧの１．５倍に等しい。言い換え
ると、ディスクブレード１２が中央領域Ａ内に位置する場合、基準面Ｐからディスクブレ
ード１２までの距離は、後方グリップ２０の幅寸法ＷＧの１．５倍以下となる。通常、デ
ィスクブレード１２は本体１４の前部に位置し、後方グリップ２０は本体１４の後部に位
置する。そして、電動モータ４は、基準面Ｐ上において、ディスクブレード１２と後方グ
リップ２０との間に位置する。
【００３６】
　本実施例のパワーカッタ１０は、電動モータ４によってディスクブレード１２を回転駆
動することで、石材や鉄材といった切断対象物を切断する。このとき、電動モータ４には
、直列に接続された複数のバッテリパック２によって、比較的に高電圧の電力が供給され
る。これにより、パワーカッタ１０の出力が大きく改善されている。なお、パワーカッタ
１０は、二つのバッテリパック２に限られず、より多くのバッテリパック２を備えてもよ
い。その一方で、複数のバッテリパック２を本体１４に取り付けると、パワーカッタ１０
の重量が大きく増加するので、ユーザによるパワーカッタ１０の操作性が悪化するおそれ
がある。これを避けるために、本実施例のパワーカッタ１０は、基準面Ｐからパワーカッ
タ１０の重心ＧＴまでの距離が、後方グリップ２０の幅寸法ＷＧの１．５倍以下となるよ
うに設計されている。即ち、パワーカッタ１０の重心ＧＴは、中央領域Ａ内に位置してい
る。このような構成によると、パワーカッタ１０の重心ＧＴが基準面Ｐの近くに位置する
ことで、ユーザが後方グリップ２０を把持してパワーカッタ１０を保持したときに、パワ
ーカッタ１０の姿勢が安定しやすい。
【００３７】
　本実施例のパワーカッタ１０では、一方のバッテリパック２の重心ＧＢ１が、基準面Ｐ
の一方側に位置しており、他方のバッテリパック２の重心ＧＢ２が、基準面Ｐの他方側に
位置している。即ち、二つのバッテリパック２の重心ＧＢ１、ＧＢ２が、基準面Ｐの両側
に分配されている。このような構成によると、各々のバッテリパック２の重量が比較的に
大きい場合でも、複数のバッテリパック２を含むパワーカッタ１０の重心ＧＴを、基準面
Ｐの近くに配置することができる。
【００３８】
　本実施例のパワーカッタ１０では、基準面Ｐから各々のバッテリパック２の重心ＧＢ１
、ＧＢ２までの距離が、グリップの幅寸法の１．５倍よりも大きい。即ち、各々のバッテ
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リパック２の重心ＧＢ１、ＧＢ２は、中央領域Ａの外側に位置している。このような構成
によると、各々のバッテリパック２の重心ＧＢ１、ＧＢ２が、基準面Ｐから比較的に離れ
て位置することで、パワーカッタ１０の慣性モーメントが増大する。これにより、例えば
切断対象物からの反力といった外力に対して、パワーカッタ１０の姿勢が安定しやすい。
なお、他の実施形態として、二つのバッテリパック２の重心ＧＢ１、ＧＢ２の一方のみが
、中央領域Ａの外側に位置してもよい。
【００３９】
　本実施例のパワーカッタ１０では、基準面Ｐから一方のバッテリパック２の重心ＧＢ１
までの距離が、基準面Ｐから他方のバッテリパック２の重心ＧＢ２までの距離と等しい。
このような構成によると、複数のバッテリパック２を含むパワーカッタ１０の重心ＧＴを
、基準面Ｐの近くに配置しやすい。なお、二つのバッテリパック２の重量は、互いに等し
くてもよいし、互いに異なってもよい。
【００４０】
　本実施例のパワーカッタ１０では、二つのバッテリパック２が、基準面Ｐに対して対称
に配置されている。但し、他の実施形態として、二つのバッテリパック２は、例えば本体
１４の重心ＧＴの位置を考慮して、基準面Ｐに対して非対称に配置されていてもよい。
【００４１】
　本実施例のパワーカッタ１０では、複数のバッテリパック２の各々が、本体１４へ上方
から取り付けられるとともに、本体１４から上方に向けて取り外される。このような構成
によると、ユーザは、パワーカッタ１０が地面に載置された状態で、本体１４に対して各
々のバッテリパック２を着脱しやすい。
【実施例２】
【００４２】
　図７、図８を参照して、実施例２のパワーカッタ１１０を説明する。実施例２のパワー
カッタ１１０は、実施例１のパワーカッタ１０と比較して、複数のバッテリパック２の位
置が変更されている。以下では、実施例１のパワーカッタ１０との相違点を主に説明する
。実施例１と共通又は対応する構成要素については、図７、図８において同一の符号が付
されており、実施例１に記載した説明をここに援用することで、重複する説明を省略する
。
【００４３】
　実施例２のパワーカッタ１１０では、二つのバッテリパック２が、本体１４の上部に取
り付けられている。複数のバッテリパック２の各々は、本体１４へ後方から取り付けられ
るとともに、本体１４から後方に向けて取り外される。このような構成によると、ユーザ
は、パワーカッタ１１０が地面に載置された状態で、本体１４に対して各々のバッテリパ
ック２を着脱しやすい。
【００４４】
　本実施例のパワーカッタ１１０においても、基準面Ｐからパワーカッタ１１０の重心Ｇ
Ｔまでの距離が、後方グリップ２０の幅寸法ＷＧの１．５倍以下となるように設計されて
いる。即ち、パワーカッタ１１０の重心ＧＴは、中央領域Ａ内に位置している。一方のバ
ッテリパック２の重心ＧＢ１は、基準面Ｐの一方側に位置しており、他方のバッテリパッ
ク２の重心ＧＢ２は、基準面Ｐの他方側に位置している。二つのバッテリパック２は、基
準面Ｐに対して対称に配置されており、基準面Ｐから一方のバッテリパック２の重心ＧＢ
１までの距離は、基準面Ｐから他方のバッテリパック２の重心ＧＢ２までの距離と等しい
。そして、基準面Ｐから各々のバッテリパック２の重心ＧＢ１、ＧＢ２までの距離は、グ
リップの幅寸法の１．５倍よりも大きい。即ち、各々のバッテリパック２の重心ＧＢ１、
ＧＢ２は、中央領域Ａの外側に位置している。
【実施例３】
【００４５】
　図９、図１０を参照して、実施例３のパワーカッタ２１０を説明する。実施例３のパワ
ーカッタ２１０は、実施例１のパワーカッタ１０と比較して、複数のバッテリパック２の
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位置が変更されている。以下では、実施例１のパワーカッタ１０との相違点を主に説明す
る。実施例１と共通又は対応する構成要素については、図９、図１０において同一の符号
が付されており、実施例１に記載した説明をここに援用することで、重複する説明を省略
する。
【００４６】
　実施例２のパワーカッタ２１０では、二つのバッテリパック２が、本体１４の下部に取
り付けられている。このような構成によると、二つのバッテリパック２の重量によって、
使用時におけるパワーカッタ２１０の姿勢が安定しやすい。なお、複数のバッテリパック
２の各々は、本体１４へ側方から取り付けられるとともに、本体１４から側方に向けて取
り外される。
【００４７】
　本実施例のパワーカッタ２１０においても、基準面Ｐからパワーカッタ１１０の重心Ｇ
Ｔまでの距離が、後方グリップ２０の幅寸法ＷＧの１．５倍以下となるように設計されて
いる。即ち、パワーカッタ２１０の重心ＧＴは、中央領域Ａ内に位置している。但し、実
施例１、２と異なり、二つのバッテリパック２の重心ＧＢ１、ＧＢ２は、中央領域Ａ内に
位置しており、特に、ほぼ基準面Ｐ上に位置している。このような構成によると、複数の
バッテリパック２を含むパワーカッタ２１０の重心ＧＴを、基準面Ｐの近くに配置しやす
い。なお、二つのバッテリパック２の重量は、互いに等しくてもよいし、互いに異なって
もよい。
【００４８】
　実施例１－３のパワーカッタ１０、１１０、２１０では、基準面Ｐからパワーカッタ１
０、１１０、２１０の重心ＧＴまでの距離が、後方グリップ２０の幅寸法ＷＧよりも小さ
くてもよい。このような構成によると、後方グリップ２０の基準面Ｐに対してパワーカッ
タ１０、１１０、２１０の重心ＧＴがより近くに位置するので、ユーザが後方グリップ２
０を把持してパワーカッタ１０、１１０、２１０を保持したときに、パワーカッタ１０、
１１０、２１０の姿勢が安定しやすい。
【００４９】
　加えて、又は、代えて、基準面Ｐからディスクブレード１２までの距離が、後方グリッ
プ２０の幅寸法ＷＧよりも小さくてもよい。このような構成によると、後方グリップ２０
の基準面Ｐに対してディスクブレード１２がより近くに位置するので、ディスクブレード
１２に作用する反力に対して、ユーザはパワーカッタ１０、１１０、２１０を安定して保
持しやすい。
【００５０】
　本明細書では、二個のバッテリパック２を使用するパワーカッタ１０、１１０、２１０
について説明したが、パワーカッタ１０、１１０、２１０は、二個のバッテリパック２に
限られず、三つ以上のバッテリパック２を使用するものであってもよい。また、複数のバ
ッテリパック２は、互いに異なる重量を有してもよい。
【符号の説明】
【００５１】
２：バッテリパック
４：電動モータ
６：コントロールユニット
１０、１１０、２１０：パワーカッタ
１２：ディスクブレード
１４：本体
１４ａ：ブレードアーム
１６：ブレードカバー
１８：前方グリップ
２０：後方グリップ
２２：バッテリパックカバー
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２４：バッテリパックインターフェース
２６：吸気口
２８：排気口
３０：メインスイッチ
３２：照明器
３４：照明スイッチ
３６：過負荷インジケータ
３８：バッテリインジケータ
４０：給水ホース
５０：ホース先端ホルダ
Ａ：中央領域
ＧＴ：パワーカッタの重心
ＧＢ１、ＧＢ２：バッテリパックの重心
Ｐ：基準面
Ｒ：ディスクブレードの回転軸
ＷＡ：中央領域の幅寸法
ＷＧ：後方グリップの幅寸法

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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